
京都市上下水道局告示第５６号 

京都市指定下水道工事業者規程第２条の規定に基づき指定の申請があり，同規程第３条

に規定する指定の基準に適合しているため，次の者を京都市指定下水道工事業者として指

定し，同規程第３１条第１項第１号の規定に基づき告示します。 

平成２７年１２月１４日 

京都市公営企業管理者 

上下水道局長 水田 雅博   

１ 指定下水道工事業者 

  京都市南区久世上久世町７８８－２ 

  株式会社京都水道 

  代表取締役 伊藤 寛 

  京都市南区東九条上御霊町４０－２ レジデンスＬＩＣⅠ １階 

   株式会社シティーライフサービス 

   代表取締役 松本 太基 

  京都市西京区樫原水築町１６－４ 

   宮原建設工業株式会社 

   代表取締役 宮原 純一 

  京都市伏見区竹田西内畑町１２番地 ＩＮＡＫ ＢＬＤＧ． ５０６号 

   株式会社京南設備 

   代表取締役 小山 俊子 

  京都府宇治市宇治琵琶１９－４ 

   塩見設備株式会社 

   代表取締役 塩見 知哉 

  京都府八幡市橋本北ノ町１５－１－２０５ 

   株式会社グローバルワークス 八幡営業所 

   代表取締役 河野 貴志 

 

２ 指定期間 

  平成２７年１２月１４日から平成３２年３月３１日まで 

（上下水道局下水道部管理課） 


